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行政評価に係る体制等

【所掌事務】

①市行財政運営に係る基本方針及び執行方針

②市行政の実施計画の調査及び立案

③局相互間の事務事業の総合調整

④行財政改革の調査、研究及び推進

⑤指定管理者選定委員会

⑥行財政運営手法の検討

⑦市の財政計画及び財政調査

⑧外郭団体の経営改善等

⑨部内の他の課の主管に属しないこと。

取りまとめ課⇒行財政推進課 １０人（H2９)
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行政評価の手法

• 事務事業評価

（平成13年度～）

• 公開事業たな卸し

（平成24年度～平成26年度）

• 施策評価

（平成26年度～）
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事務事業評価
1. 平成11年度から事務事業評価システムの研究を開始

2. 平成13年度から事務事業評価の導入

3. 平成21年度に所管課単位で組織目標を設定し、各事務事
業に優先順位をつけるなど、相対的に評価する手法に見直
す⇒平成22年度まで

4. 平成23年度から、現行の事務事業評価となる

5. 平成26年度から、施策評価と連動

6. 平成28年度から、施策評価の実施時期に合わせて実施

※平成２９年度は、1,012事業のうち777件を評価
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事業たな卸し

・新たな行革の柱
「あまがさき『未来へつなぐ』プロジェクト」（平成25年度～平成34年度）

１ 現役世代の定住・転入促進につながる取組

２ 健康で自立した生活の確保に向けた取組（扶助費や医療費の適正化）

３ 税収の安定・向上につながる取組

４ 自主財源の確保

５ 公共施設の再配置・統廃合と跡地利用

６ 給与構造改革と人件費の抑制

７ 職員定数の適性化

８ 事務事業の改革改善の推進
９ ・・・・

１０ ・・・・

事業たな卸しの実施

行革手法の一つとして・・
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事業たな卸しの実施について①

・事業たな卸しとは？
１ 庁内事業たな卸し

各職員が毎年度、事務事業シートを活用し、事業の点検・評価
（ふりかえり）を行うこと。

２ 市民事業たな卸し

市民と学識経験者が参加する会議体において、一定の基準のも
と、順次事業を洗い出し、点検・評価を行なうこと。

※ １、２の取組を合わせて「事業たな卸し」という。

・目的
１ 行財政改革の推進

２ 市民への説明責任と市民参画の促進

３ 職員の意識改革
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事業たな卸しの実施について②

・取組内容
１ 事務事業評価の見直し（平成２３年度～）

事業のふりかえりが行いやすいよう、また、市民へわかりやすい

情報提供を行う観点から、予算・決算と連動させた帳票へ見直す。

２ 事業たな卸しの実施（平成23年度～平成24年度公開たな卸し）

各職員が新たな事務事業シートを活用し、事業のふりかえりを

行うなかで、事業の見直し（政策・プラン）に繋げていく。

また、市民等とともに事業の必要性や実施主体のあり方などに

ついて、改めて点検・評価する。その実施にあたっては、施策分野

ごと3年で全ての事務事業について点検・評価する。
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事業たな卸しの結果・・・

※対象事業 全44事業

※市の対応方針集計（H25～27）

《事業費増減》

○ 廃止 2 件 ▲ 75,323 千円

○ 要改善 29 件 ▲ 52,719 千円

○ 現状維持 3 件 22,767 千円

○ 拡充 10 件 68,671 千円

合計 44 件 ▲ 36,604 千円
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施策評価の導入の必要性①

【理由】

①評価書を作ることが目的化しており、

評価結果を活用できていない。

⇒活用方法（Action）が不明確

②予算を拡充するような見直しにつなげにくい。

⇒個々の事務事業だけを評価しても、「必要」

「重要」といった評価ばかりで、財源を生み出す

ための力の強弱が見えない

③施策としての力の入れどころが見えない

⇒事業レベルでの視点しかなく、施策レベルでの目指す姿（Plan）が見えない

④結果として、多額の財源対策が必要

⇒「やらないといけないことを積み上げた歳出」を「かぎられた歳入」で賄うため、

多額の歳出超過（＝多額の財源対策）が発生

【事務事業評価の検討課題】 十分にＰＤＣＡサイクルを回せていない！

予算
（Plan)

事務執行
（Do)

事務事業評価
（Check)

見直し
（Action)
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施策評価の導入の必要性②

総合計画審議会中間答申（抜粋）

○新たな総合計画が備えるべき要件

Ⅰ 時代の変化に対応するために、計画の期間と構成を再検討する

Ⅱ ビジョンを共有し、役割分担ができる計画とする

Ⅲ 計画を推進するマネジメントの仕組みを構築する

・施策評価を導入し、その結果を人材・財源などの資源の配分に反映

・市民ニーズの把握や進行管理のために、市民アンケートの実施

Ⅳ 市民に分かりやすく、職員にとって使いやすい計画とする。

・進行管理の基準の明確化

【総計策定上の検討課題】
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平成25年度～平成34年度

７ 計画の推進（総合計画 P８１ 抜粋）

（１）施策の評価

①施策評価

各施策でどのような取組が行われ、市民生活にどの
ような効果があったか、また、どのような課題がある
のかを振り返るために、毎年度、施策単位での評価を
行います。

その結果を基に、翌年度における施策の展開方向の
確認を行うとともに、新規事業の立案や既存事業の改
廃等の見直しに反映していくことにより、効率的・効
果的な施策展開が図られるよう努めます。

②市民意識調査等

各施策に関する市民の意識や行動、また、施策に対
する「重要度」や「満足度」等を把握し、施策展開の
参考としていくため、毎年度、市民意識調査を実施し
ます。

また、個々の事務事業に関しては、行政による評価
を行うとともに、主なものについては、市民目線での
評価も行い、意見を踏まえて見直しにつなげます。
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施策評価（H26～）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尼  崎  市 

平成２９年８月 

 

平成２９年度 施策評価結果 

（平成２８年度決算） 

・平成26年度（平成25年
度決算）より本格実施

・平成28年度（平成２７年
度決算）より総合戦略も合
わせて評価

・平成29年度（平成28年
度決算）より議会の付属資
料となる。
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総合計画と施策評価

・総合計画で定める４つのあ
りたいまちにぶら下がる、
20施策、５６展開方向ごと
に評価
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施策０１ 地域コミュニティ

施策１８ 環境保全・創造

施策１６ 文化・交流

施策０６ 地域福祉

施策０７ 高齢者支援

施策１５ 地域経済の活性化

施策１４ 就労支援

施策０２ 生涯学習

施策０３ 学校教育

施策１２ 消防・防災

施策０５ 人権尊重

施策１０ 医療保険・年金

施策１３ 生活安全

施策１７ 地域の歴史施策１７ 地域の歴史

施策０９ 生活支援

施策０８ 障害者支援

施策１１ 地域保健

施策０４ 子ども・子育て支援

施策２０ 都市基盤

施策１９ 住環境

施策２０ 都市基盤

施策１６ 文化・交流

●「子どもや人材が育つこと」

●「支えあうことのできるつな

がりをつくること」

を目的とする取組

行政の責任と地域の支えあい

によって、

●「健康であること」

●「安心して学び、働き、生活

し続けられる安全な環境を

つくること」

を目的とする取組

尼崎の個性や資源を活かし、

●「新たな産業、雇用、消費、

交流、魅力などを生みだ

していくこと」

を目的とする取組

財産や資源を引き継いでいく

ために、

●「市民生活や経済活動、行

政活動を、将来的な負担

の少ない持続可能な仕組

みに変えていくこと」

を目的とする取組

施策１０ 医療保険・年金

施策０２ 生涯学習

施策０３ 学校教育

施策０４ 子ども・子育て支援

施策０６ 地域福祉



総合戦略と施策評価

・「まち・ひと・しごと創
生法」の施行を受け、
「尼崎人口ビジョン」及
び「尼崎版総合戦略」を
平成27年度に策定

・本市では、この総合戦略
を総合計画のアクション
プランとして位置づけて
いる。

  
(3)超高齢社会における
安心な暮らしを確保する 

(1)ファミリー世帯の定
住・転入を促進する 

(2)経済の好循環と「しご
と」の安定を目指す 

①子ども・子育て支援の充実
 

②学校 教育・社会教育と人材育成
 

③安心して働ける場の創出 
 

④市民とともに取り組む健
康寿命の延伸

 

⑥よりよい住環境の創出と都市機能の最適化
 

⑤シビックプライドの醸成
  

④市民とともに取り組む健
康寿命の延伸

  

【総合戦略の３つの基本目標と総合戦略を支える６つの政策分野】
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市民意識調査
（１）調査の目的

総合計画の２０の施策について、その進捗度や関連する項目の市民意識
を把握するため、施策の「重要度」、施策に対する取組の「満足度」につ
いて、市民アンケート調査を実施

（２）実施概要

①調査対象 満１５歳以上の市民から無作為で2，500人を抽出

②調査方法 郵送によるアンケート用紙の発送・回収

③調査期間 平成２９年１月２７日から平成２９年２月２０日

④回収結果

  発送数 未着数 実発送数 有効回答数 有効回答率 

２，５００ ２１ ２，４７９ ６７１ ２７．１％
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重要度が平均値よりも高く、

満足度が普通よりも低い施策

重要度が平均値よりも高く、

満足度も普通よりも高い施策

重要度が平均値よりも低く、

満足度も普通よりも低い施策

重要度が平均値よりも低く、

満足度が普通よりも高い施策

Ａ
傾向区分

Ｂ
傾向区分

Ｃ
傾向区分

Ｄ
傾向区分

３．学校教育 ４．子ども・子育て支援

７．高齢者支援 ８．障害者支援

１０．医療保険・年金

６．地域福祉 １２．消防・防災

１３．生活安全 １９．住環境

２０．都市基盤

５．人権尊重 ９．生活支援

１４．就労支援 １５．地域経済の活性化

１６．文化・交流

１．地域コミュニティ ２．生涯学習

１１．地域保健 １７．地域の歴史

１８．環境保全・創造

市民意識調査における20施策の傾向区分

この区分については、市民にとって重要
度が高い項目であるにもかかわらず、市民

の満足度が普通（3.0）を下回っており、下
記５つの施策が該当しています。

この区分については、市民にとって重要度が
高いと認識されているとともに、満足度も相対

的に高くなっており、下記５つの施策が該当し
ています。

この区分については、市民の重要度・満足
度がともに低い現状であり、上記５つの施策

が該当しています。

この区分については、他の区分に比べて満足
度が相対的に高くなっている一方で、市民に

とって重要度が低いと認識されており、上記５
つの施策が該当しています。

満足度

普通（３点）

高
い

低
い

低い

高い

重要度

平均値

（3.８９点）
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3.39

3.49

3.59

3.69

4.29

３.89

3.99

4.09

4.19

3.002.60 2.70 2.80 2.90 3.503.10 3.20 3.30 3.40

１．地域コミュニティ

２．生涯学習

３．学校教育

4．子ども・子育て支援

５．人権尊重

６．地域福祉

７．高齢者支援

８．障害者支援

９．生活支援

10．医療保険・年金

11．地域保健

12．消防・防災13．生活安全

14．就労支援

15．地域経済の活性化

16．文化・交流

17．地域の歴史

18．環境保全・創造

19．住環境

20．都市基盤

満
足
度

重要度

3.79

3.29

この部分を拡大しています

重要度

満
足
度

５

４

３

２

１ ２ ３ ４ ５

平均値
（重要度）

3.89

平均値
（満足度）

2.99

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ

この部分を拡大しています

【 市民意識調査における２０施策の分布と傾向区分】
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施策名：

施策番号： -

１　施策の基本情報 ３　市民意識調査（市民評価） ４　平成28年度　主な新規・拡充一覧

1

2

3

4

２　目標指標 5

５　平成27年度　主な新規・拡充一覧

1

2

3

4

5

６　平成26年度　主な新規・拡充一覧

1

2

3
※割合の合計は、端数処理の関係により100％にならない場合があります。 4

5

７　担当局評価（一次評価） ８　施策評価結果（二次評価）

平成28年度　施策評価表　（平成29年度向け施策の取組方針）

生活支援

09 01

施策名 09 生活支援 展開方向 01
支援の必要な子どもの早期発見と早期対応、児童虐待防止
に取り組みます。

主担当局 健康福祉局 ●重要度

項目内容
●支援を要する子どもの早期発見と対応
●生活保護、自立支援

区分 事業名

重要 まあ重要 ふつう
あまり重要

でない
重要でない

基準値
目標値 実績値 現時点での

達成率H26 H27

30.9% 34.1% 31.0% 2.2% 1.7%

第12位 / 20施策 ５点満点中　　3.90点（平均3.98点） 区分 事業名

36 **①
子どもの育ち支援ワーカー
が活動した学校数

↑ H26 30

指　標　名 27年度
H28 H29方向 （H29） H25

②
子どもの育ち支援ワーカー
が対応した相談件数

↑ H24 164 件

生活困窮者自立相談支援事業

25年度 第13位 / 20施策 ５点満点中　　4.35点（平均4.39点） 新規 生活困窮者等就労準備支援事業
** 19.3%

26年度 第11位 / 20施策 ５点満点中　　3.95点（平均3.99点） 新規
校 61 20 30

-
拡充 生活困窮者学習支援事業

- 127 202 258 ** **
●満足度

不満足- 1,556 1,827 2,397 ** **③
要保護児童対策地域協議
会の相談件数

↑ H24 1,260 件

子ども家庭相談支援体制整備事業
8.1% 27年度

2.9% 8.3% 67.1% 16.6%

- 満足
どちらかと

いえば満足
ふつう

どちらかと
いえば不満

事業名

⑤

5.1% 区分
332 244 258 264 ** **④

要保護児童に関する個別
ケース検討件数

↑ H26 258 件
第15位 / 20施策 ５点満点中　　2.87点（平均2.95点） 拡充

これまでの取組の成果と課題（目標に向けての進捗と指標への貢献度）(平成27年度実施内容を記載) 平成28年度の取組 評価と取組方針

25年度 第18位 / 20施策 ５点満点中　　2.73点（平均2.91点）

26年度 第15位 / 20施策 ５点満点中　　2.87点（平均2.95点）

総合評価

■重点化 □転換調整 □現行継続

行政が取り組んでいくこと ■支援を要する子どもの早期発見と早期対応 総合戦略 ① 【スクールソーシャルワークによる支援】
④引き続き、健康福祉局・教育委員会やスーパーバイザーとの支援内容
について、意見交換や振り返りを行うとともに、他都市の類似事例の研究
やエビデンスに基づく支援を行うこと等により、ワーカーのスキルアップに
努めている。
⑤人事異動等によりスクールソーシャルワーク制度に関わったことのない
教員を対象にして研修を実施するなど、スクールソーシャルワークの理解
を深めるための手法について検討を行っている。
⑥配置校において、関係する小中学校にもアウトリーチにより活用を働き
かけている。

・（仮称）保健福祉センターについては、利用者
の利便性向上を目指すとともに、効率的な執行
体制の構築に取り組む。とりわけ、児童虐待へ
の対応は、尼崎市子どもの育ち支援センターの
機能に係る役割分担についても、併せて課題
の整理と見直しを行う。

・スクールソーシャルワークについては、教育現
場での認知が進んだことから、支援できる機会
が増えている。

・しかしながら、学校との連携になお課題が残
ることから、その成果やさらなる充実に向けて
の検証については、総合教育会議の中でも議
論を行っていく。

●施策の二次評価は「重点化」とし、平成29年
度の予算等を重点配分した上で施策を推進す
る。

【スクールソーシャルワークによる支援】
(目的）
・いじめ、不登校、非行など、就学後の要支援の子どもを早期に発見し、適切な支援を行うため、学校現場に福祉の視点を導入し、学校の
対応力の向上の側面支援、学校と他の社会資源とのネットワークの構築などを図る。
・平成27年度は、福祉事務所に6名の子どもの育ち支援ワーカーを配置し、配置校型6校（地区ごとに週1日特定の学校で活動）、派遣校
型（学校の要請に応じて派遣）でスクールソーシャルワーク活動をしている。
（成果）
①学校現場に、問題の背景となる生活面等の福祉的視点を取り入れるとともに、家庭児童相談員、保健師等の関係機関とのネットワーク
化を図ることで、「不登校事例等の改善（○件）」や「学校の初期対応を含めた対応力向上（○校）」につなげた。
　◆活動実績：小学校○校、中学校○校（配置校○校、派遣校○校）。（目標指標①）
　◆Ｈ22～活動実績：小学校○校（○％）、中学校○校（○％）（目標指標①）
　◆相談件数：小学校○件、中学校○件（目標指標②）
　◆相談種別：不登校○件、親の養育等○件、子どもの性格や行動○件、発達障害○件
②派遣校においては、ワーカーの活動が終了した後も、問題が再発しないように、関係機関による見守り体制の整備等に取り組んだ。
③マネジメントする側の健康福祉局・教育委員会やスーパーバイザー4人とワーカーが、月に数回、活動状況に対して意見交換や振り返
りをする場を設ける等、ワーカーが活動しやすい環境づくりに努めた。
（課題）
④家庭環境等様々な要因が複雑に絡んでいる事例が多い中、他機関と連携しながら、「情報収集・課題の見立て・計画・実行」という流れ
により専門的・福祉的視点で対応する必要があること等から、ワーカーのスキルアップが常に求められる。
⑤ワーカーの活動やスーパービジョン体制等について、高い評価を得られているが、ソーシャルワークという専門的な手法を用いることか
らも、学校現場における活用方法、連携のあり方、制度理解の浸透は、引き続き課題である。
⑥小中学校における連携の視点を持ち、活動を行う必要がある。

新規・拡充の提案につながる項目

改革・改善の提案につながる項目

【記載ルール】

・文字サイズは、すべて「１１ポイント」で記載すること。

・箇条書きで、簡潔な表現を徹底する。１文は原則2行程度とする。「これまでの取組の成果と課題」に限

る。）

・昨年度と同じ内容は、記載しない。（継続して記載する必要があるものを除く）

・これまでの取組等を分析し、「成果」、「課題」をより明確化して記載すること。（可能な限り指標を活用

し、記載すること。）

・成果には、単に実績値のみを記載するのではなく、何につながったのかを記載すること。

・事業名を入れる際には、「○○事業」とし、文中に入れること。

（例）「○○事業」については、・・・・、「○○事業」によって 等

・ 項目ごとに「①・・・・・②・・・・・」と文章を分けて記載すること。(目的）については、番号不要。

・ 【○○○○】とタイトルを記入の上、改行してから文章を記載すること。

・ 目標指標を意識した記載をすること。また、指標に関連する記載をした場合は、文末に（目標指標○）

と記載し、アンダーラインを入れること。

・ 論点となる部分についてはアンダーラインを入れること。

【記載ルール】

左記「これまでの取組の成果と課題」で記載した課題に対する番号

（④・・・・、⑤・・・・）と対応させて記載すること。

【記載ルール】

・「これまでの取組の成果と課題」に記載した課題に対し、解決を図るた

めの取組を記載すること（なお、財源が必要な項目については、スクラッ

プ＆ビルドの観点から、必要経費の捻出の考え方等について、原則、

「改革・改善の提案につながる項目」欄に記載すること。）

・記載にあたっては、組織・定数についても念頭におくこと。

※上記「平成28年度の取組」欄に記載した番号と対応させて記載するこ

と。

【記載ルール】

・プロジェクト後半に向け、収支不足を改善する必要があるため、積極的

に既存事業のスクラップを行い、「改革・改善の提案につながる項目」を

記載すること。

・4月以降に、別途、企画財政局から指定する行革提案項目等について

も、協議の上、必要に応じて記載すること。

・施策別予算枠配分制度に係る捻出事業についても、その考え方を記載

すること。

※上記、「平成28年度の取組」欄に記載した番号と、原則対応させて記

載すること。

「８ 施策評価結果（二次評価）」につい

ては、事務局で記載します。

記載例

【実績値】

28年度の実績値を入力してください。

文中に実績を記載出来ない場合は、

文中外に記載することも可

【重要度】【満足度】

28年度の結果については、

市民意識調査集計後、電子ファイリン

グに結果を掲載します。所管課にて入

力をお願いします。

【注意!!】記載例については、平成27年度 施策評価表の内容等をもとに行財政推進課で作成しています。

あくまでも記載方法の見本であり、内容を精査したものではございません。

【主な新規・拡充一覧】

主な新規・拡充事業を5つまで記載ください。

※施策評価の議論の中で修正となる場合があ

ります。

平
成
28
年
度
の
「主
な
新
規
・拡
充
事
業
一
覧
に
記
載
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
「
こ
れ
ま
で

の
取
組
の
成
果
と
課
題
」
に
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と
。

★Point 1

★Point2

★Point 3
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４つのありたいまちごとの評価
• 施策評価では、総合計画で定める、「４つのありたい

まち」ごとに、重点的に取り組むとしている「主要取
組項目」を含めて評価している。

地域の資源をいかし、
活力が生まれるまち

健康、
安全・安心を
実感できるまち

次の世代に、
よりよい明日を
つないでいくまち

人が育ち、
互いに
支えあうまち

活

主要取組項目１

人の育ちと活動を支援する

・地域ぐるみで子どもの育ちを支
え、生きる力、学力を向上

・市民の力を地域活動につなげ、
地域コミュニティの活性化を支援

主要取組項目２

市民の健康と就労を支援する

・生涯を通し社会参画できるよう、
健康を支援

・社会とのつながりを保ち、安定生
活を送れるよう、就労や自立を支援

主要取組項目４

まちの持続可能性を高める

・よりよい住環境を創出

・公共施設の再配置・機能向上により、
持続的に市民活動を支援

主要取組項目３

産業活力とまちの魅力を高め
る

・新たなニーズに応える事業活動を
支援し、地域内の経済循環を創出

・魅力の再発見・創出と戦略的発信
による尼崎の魅力向上
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総合評価（重点化する施策・転換調整する施策）

【判断基準】
• 本市が最重要課題としている「ファミリー世帯の定住転入促進に

資するもの
• 市民意識調査で重要度が高く、満足度が低い施策
• その他（直近の課題解決、機を捉えたもの等）

総合
評価

「４つのありたいまち」
ごとの評価

２０施策、５６展開方向
ごとの評価

次年度に向けて、特に重点的に取り組む施策として「重点化する施策」、
「転換調整する施策」を定めている。⇒予算の重点配分
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施策評価 年間スケジュール ①
上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

28年度 29年度

5月4月

30年度

10月 3月2月

議
会
・
市
民

2月 4月3月 5月 6月 7月 12月 1月8月 9月 11月

行
政
評
価
・
予
算
編
成
・
定
数
調
整

定例会

（予算審議）

（
一
次
評
価
）

担
当
局
評
価

（
施
策
評
価
表
作
成
）

当
初
予
算
（
案
）、
主
要
事
業
（
案
）
の
公
表

（
一
次
評
価
）

担
当
局
評
価

（
施
策
評
価
表
・

事
務
事
業
評
価
表
作
成)

（
政
策
・
行
革
）

企
財
局
査
定
・
確
認

（
政
策
・
行
革
）

市
長
査
定
・
確
認

予算査定
（義務的・裁量的・投資的経費）

主
要
事
業
作
成

定数査定

議
会
勉
強
会

（
政
策
・
行
革
要
求
調
書
作
成
）

（
予
算
要
求
書
作
成
）

（
定
数
要
求
書
作
成
）

政
策
・
行
革
・
予
算
・
定
数
要
求

（随時評価表修正）

※
主
要
事
業
（
素
案
）
作
成

結果の反映

市
民
意
識
調
査

定例会

（決算審議）

重
点
課
題
設
定
・
公
表

施
策
評
価
ま
と
め
・

予
算
編
成
の
考
え
方
作
成

施
策
評
価
・
事
務
事
業
評
価
の
公
表

・施策評価結果に応

じた予算編成方針

（定数含む）を発信

事業点検 ⇒ 事業立案 ⇒ 予算要求 ⇒ 政策調整

※施策評価・事務事業評価
※施策評価・事務事業評価

（
政
策
・
行
革
）

法
定
項
目
等
追
加

・施策評価の結果を重視し、政策調整

は市長の確認程度（昨年度同様）

・必要に応じて局出席のヒアリングを

実施

（随時進捗管理）

（市民意見の聴取・反映）

※市民意見聴取プロセス
パ
ブ
コ
メ
実
施

●2/28企画管理課担当者向け

研修

●4月中旬課長向け研修

●5/10 施策評価提出期限

●6/20 事務事業評価提出期

限

重点課題

事項（市

長・副市

長ヒア）

施政方針

(当初予算提案理由)

市民意識調査

担当局施策プレゼ

ンテーション

・
市
長
査
定

予
算
編
成
方
針
の
発
信

・
市
長
・
副
市
長
事
前
ヒ
ア

二次評価・

重点化案作成

議
会
勉
強
会

総
括

代
表
・
総
括

結果の反映

重点課題

事項（市

長・副市

長ヒア）

重
点
課
題
設
定
・
公
表
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施策評価 年間スケジュール② H29実績

（参考 施策評価に係る市長・副市長ヒアリング）

①一次評価各局プレゼン ２４H

②二次評価案確認 １０H

③二次評価各局プレゼン ２６H

④まとめ 等 ４H 計６４H

・2月28日 各課作業依頼、企画管理課向け研修

・4月11日 所属長向け研修

・5月31日～7日 一次評価各局プレゼン

・6月11日～15日 二次評価案確認

・6月27日～7月4日 二次評価局プレゼン

・7月13日～ 二次評価まとめ
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決算と予算の連動

• 平成29年度より、市の施策事業を全般的・体系的に捉
えるとともに、PDCAサイクルの取り組みにより、決算
及び予算が連動した審査を行い、議会としての監視・評
価機能を充実させていく必要があることから、決算及び
予算の審査方法を見直すものである。（議会運営委員会
資料抜粋）

⇒「平成29年度 施策評価結果（冊子）」が決算議会
の付属資料となる。

※これまでは、参考資料として配付
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課題と今後の取組方針について

ご静聴ありがとうございました。

１ 後期まちづくり基本計画（平成30年度～
平成34年度）との連動

２ 行革的側面の強化（改革改善の取組）

３ 庁内の意識改革
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